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第１回小金井市環境基本計画改訂検討委員会 会議録 
 

日時：平成 26 年 5 月 16 日(金)13：00～15：10 

場所：小金井市商工会館 3 階 Ｂ会議室 

 

<出席者> 

【委 員】（名簿順、敬称略） 

瀧本 広子、杉本 早苗、柏原 君枝、亘理 鐵哉、鴨下 敏明、藤崎 正男、細見 正明、 

服部 哲則、渡邊 昇 

【事務局】環境政策課長 大関 勝広、環境係長 碓井 紳介、環境係主任 中澤 秀和、 

環境係副主査 荻原 博、環境係副主査 飛田 幸子 

【コンサルタント】(株)サンワコン：桶谷 治寛、今井 重行、吉沢 清晴 

【傍聴者】1 名 

 

<次 第> 

１．開 会 

２．委嘱状交付 

３．委員自己紹介 

４．事務局紹介 

５．座長互選 

６．副座長互選 

７．小金井市の会議の原則について 

８．報告事項 

（１）小金井市環境基本計画の改訂概要について（資料３） 

（２）小金井市環境基本計画改訂基礎調査結果について（資料４） 

９．協議事項 

（１）計画の基本的考え方（第１章）について（資料５） 

（２）環境の現況と課題（第２章）について（資料５） 

（３）その他 

10．その他 

 

<配布資料> 

・資料１ 小金井市環境基本計画 

・資料２ 小金井市環境報告書 平成 24 年度版 

・資料３ 小金井市環境基本計画の改訂概要について 

・資料４ 小金井市環境基本計画改訂にかかる基礎調査報告書 

・資料５ 改訂・小金井市環境基本計画【素案骨子】（案） 



2 

< １．開 会 ～ ２．委嘱状交付 > 

碓井係長 定刻になりましたので、これより第 1 回小金井市環境基本計画改訂検討

委員会を開催させていただきます。今回は初の委員会の開催となりますの

で、委員の皆様に委嘱状の交付をさせていただきます。 

市長、よろしくお願いいたします。 

稲葉市長 はい。じゃあ委嘱状の交付をさせていただきます。私の方で廻らせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

（委嘱状交付） 

碓井係長 では、市長におかれましては、この後、別の公務がございますので、申

し訳ございませんが、これにて退席させていただきます。ご了承の程よろ

しくお願いいたします。 

稲葉市長 どうぞ、いろいろお世話になりますが、よろしくお願いいたします。 

（退席） 

 

< ３．委員自己紹介 ～ ４．事務局紹介 > 

碓井係長 ここで委員の皆様に二点ばかりご連絡がございます。 

まず一点めが、本日、皆様のお手元に本日の次第を置かせていただいて

おります。委員の皆様におかれましては、事前に本日の資料をお配りさせ

ていただいているところではございますけれども、次第に一部、表記の誤

りがございましたため、訂正したものを本日、皆様のお席におかさせてい

ただいております。お手数をおかけしますが、差替えの程よろしくお願い

いたします。 

あともう一点、服部委員が、本日この後お仕事のご都合ということで、

2 時 15 分ごろをめどに途中でご退席をなさいますのでよろしくお願いい

たします。 

 それでは、本日は初の委員会の開催となりますので、委員の皆様の名簿

につきましては、事前に資料としてお配りさせていただいているところで

はございますけれども、委員の皆様にお一人ずつ簡単に自己紹介をお願い

させていただきたいと思います。皆様、よろしくお願いします。 

では瀧本様の方からよろしくお願いいたします。 

瀧本委員 瀧本広子と申します。小金井市東町に在住しております。小金井市環境

市民会議にも属しておりまして、主に環境学習支援など、環境学習部会で

市民活動を行わせていただいております。分野としては環境学習とか環境

教育が専門というか、活動の関係で小金井市に携わることが多いんですけ

れど、そのほかの分野につきましても、皆様にご指導いただきながらお勉

強させていただきたいなと思って参加させていただきました。皆様、よろ

しくお願い申し上げます。 

杉本委員 小金井市前原町の杉本早苗と申します。よろしくお願いいたします。私

は少し前、ごみゼロ化推進会議の役員の中に入っておりまして、ごみのこ
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とに関してもう 6 年目になりますが、市民と行政と協働の活動をしており

ます。あと、環境市民会議のまちづくり部会で活動をしています。また、

市民団体で地域協議会というのがございまして、そこで 21 年目になりま

すけれども、大気汚染の調査を市内 80 か所、21 年間続けてきて、いろい

ろなことが見えておりますものですから、皆様にもいろいろと提言させて

いただくことがあるかもしれませんので、よろしくお願いいたします。 

柏原委員 

 

柏原君枝と申します。私は中町 4 丁目に住んでおります。環境市民会議

の緑調査部会というところに属して、小金井市全域の緑の調査ともう一つ

公園調査をそれぞれ 1 回ずつ終わらせております。引き続き、いろいろと

そういうことをしております。そのほかに野川自然再生協議会というのが

あるんですが、そこの委員、それとまた、なかなか関われないんですけど

も、野川自然の会というところに属して活動を行っております。それとも

う 1 つ、毛色の変わったこととして、8 年目に入るんですが、月 1 回、小

金井市で陶器食器の回収をいたしております。そして、リユースできる陶

器食器は、市民の皆様に今 1 個 20 円という安いお値段で売っています。

そのほかは多治見市、それと土岐市に、それを粉砕してリサイクル陶土と

いうか粘土にするところがありまして、そういう活動を行っております。

以上です。 

亘理委員 名前は亘理鐵哉というんですけど、発音するとそうなる（わたりてつや）

んですが、字は見たとおりで同じではございません。私の方が 1 つ年が上

なもんですから、まねしたわけではございません。小金井市の商工会から

の選出でございます。仕事は建築設計事務所をやっているんですけども、

まるっきり環境に無縁ではないですが、あまり今まで環境浄化には携わっ

たことがないので、少しでもお役に立てばと思います。よろしく。 

鴨下委員 初めまして。鴨下敏明と言います。私も亘理さんと一緒に商工会の理事

をさせていただいています。商工会というのは商業部会、工業部会という

のがあるんですけども、私は商業の方の部会長をやらせていただいており

ます。仕事は東小金井の駅前で「ブックスキャロット」という本屋を経営

しております。環境というと、直接なかなか思い浮かばないところもある

んですけれども、例えばレジの袋を要りますか要りませんかとか、あとな

るべく電気等々をあまり点けないように、ここも今日は暗いなと思ったん

ですけれども、最低限度そういうことなんかは心がけているつもりです。

よろしくお願いいたします。 

藤崎委員 藤崎正男と申します。よろしくお願いします。私、第一次環境基本計画

の策定委員でもありまして、10 年間もそれを見てきたということがあり

ます。私が興味を持っている分野というのは、野川を中心にした水とか湧

水とかで、そういうものに非常に興味があります。関連生物、水生生物な

んかもそうなんですけども。そんなことで特に東京都の建設局との付き合

いも結構深いです。それともう一つは環境市民会議の副代表という立場で

おりますので、先ほど瀧本さんからも話がありましたように、環境教育、
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例えば、野川をフィールドとして使った子供たちの、または小学生の環境

教育とか、そういうものも非常に深くやっております。そんなことで環境

全般について、いろんな形でやらざるを得ない立場もありますので、なん

とかいい計画を作りたいなと思っております。よろしくお願いします。 

細見委員 細見正明と申します。勤務先が東京農工大学で、一応環境部門を担当さ

せていただいております。何人かの委員の方には、学生共々いろいろとお

世話になっていると思います。実は、藤崎さんと同じように、一期の環境

基本計画を策定する際に、地元にいながらうちの大学は小金井市に貢献し

ていないというすごい反省の言葉を学長から言われて、とにかく何か貢献

しろということで環境基本計画に携わらせていただきました。10 年経っ

て、環境市民会議の皆さんをはじめ、いろんな人にお任せしたきりで、そ

の反省を込めてもう一度見直しというか、やはり 10 年経つと時代も変わ

りつつありますので、当初思っていたことと、特にこれからどうするのか

というのもすごく大事なことではないかと思います。そういう意味で、教

える立場でもありながら、学生と共にいろいろやって若い人たちと付き合

っていると、少し変えていかなればいけない面もあるかと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

服部委員 

 

東京学芸大学文化財科学分野の服部と申します。よろしくお願いいたし

ます。一期の時に担当されました木俣先生に推薦いただきまして、お引き

受けすることになりました。専門は文化財科学ということで、環境といい

ましても、どちらかというと歴史的環境とかまちづくりとか、そういうよ

うな方面かなと思うんですけれども、何かお役に立てることがあればとい

うふうに思っています。よろしくお願いいたします。 

渡邊委員 東京都から参りました多摩環境事務所廃棄物対策課長の渡邊と申しま

す。どうぞよろしくお願いします。現職には 4 月 1 日に就任し、昨年まで

は都営地下鉄や都営バスを運営している交通局というところにおりまし

た。十数年前には自然保護課に在職しておりまして、当時は都内に 1000

名いたみどりの推進委員の事務局をやっていて、若干、環境行政に関わら

せていただきました。そういった意味でも、ここ十数年ぶりに環境局に戻

ってきて、当時と状況がだいぶ変わっていることもあり、勉強している途

中でございます。勉強させていただくと同時に何かご協力できればなと思

っております。最後にすみません。個人ごとで恐縮なんですけど、右足が

以前の事故で悪くて、膝が曲がらないため足を投げっぱなしで大変失礼か

と思いますが、ご了承いただければと思います。 

碓井係長 皆様、ありがとうございました。それでは引き続きまして事務局を紹介

させていただきます。 

大関課長 後ろからすみません。皆さん、こんにちは。この度、4 月から環境政策

課長をさせていただくことになりました大関と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。私も環境政策課というところは初めてでございまし

て、まだまだ把握できていない状況でございます。これから皆様と一緒に



5 

勉強させていただきたいと思いますので、ご協力賜りますようどうぞよろ

しくお願いいたします。 

碓井係長 後ろから失礼いたします。私、環境係長の碓井と申します。こちらの環

境基本計画の改訂の実務を担当させていただいておりますので、いろいろ

と皆様にはお世話になる機会が多いかと思いますけれども、何とぞよろし

くお願いいたします。 

飛田副主査 環境政策課環境係の飛田と申します。よろしくお願いします。 

荻原副主査  環境係の荻原と申します。よろしくお願いいたします。 

中澤主任 環境政策課の中澤と申します。皆様、よろしくお願いします。 

碓井係長 今回の環境基本計画の改訂につきましては、支援委託ということで、こ

ちらの株式会社サンワコンさんに実務部分のお手伝いをお願いしており

ますので、そちらの方の自己紹介をお願いいたします。 

サンワコン 

(桶谷氏) 

今ほどご紹介いただきました株式会社サンワコンと申します。今日は 3

名の者が来ております。私、管理技術者をやっております桶谷と申します。

よろしくお願いいたします。 

(吉沢氏) 同じく吉沢と申します。よろしくお願いいたします。 

(今井氏) 同じく今井と申します。よろしくお願いいたします。 

 

< ５．座長互選 ～ ６．副座長互選 > 

碓井係長 それでは今回、初の委員会の開催となりますので、これから協議を進め

ていくにあたりまして、協議を取り仕切っていただきます座長の方をお一

人、互選でお決めいただきたいと思います。なお、当市の慣例では、こう

いった市の付属機関の会長職は、基本的には学識経験者の方にお願いさせ

ていただいております。もう 10 年前の話になってしまうんですけれども、

先ほど委員会のことがございましたが、本計画の策定時の策定検討委員会

の座長職は、本検討委員会の委員でもいらっしゃいます細見委員にお願い

させていただいております。どなたか立候補してくださいます方、または

ご推薦くださいます方、いらっしゃいましたら挙手をお願いいたします。

亘理委員 今、細見さんを推薦されたんでしょう。そうですね。 

碓井係長 そういうことじゃないですけど。 

亘理委員 それ以外にあの人という意見は出なかった。 

杉本委員 私は細見先生がいいと思います。こういう意見です。それでよろしいわ

けですよね。 

碓井係長 皆様、いかがでしょうか。細見委員にお願いさせていただくという形で

もよろしいですか。 

(拍手) 

では座長は細見委員にお願いさせていただきたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

(一堂拍手) 

それでは細見委員、お荷物をお持ちになって、座長席の方にご移動をよ
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ろしくお願いいたします。 

細見座長 (座長席へ移動) 

いろいろ用意がされているみたいで、このマニュアルというか進め方に

のっとって進めたいと思います。私、一応座長ということですけれども、

司会進行役ということでよろしくお願いしたいと思います。先ほど申し上

げましたように、10 年前に藤崎さんをはじめいろんな委員の方と、あの

当時はかなり激しい議論も結構ありました。その次にあった廃棄物処理施

設の検討委員会の時は、もっと激しい委員会が行われましたけれども、今

度は環境に関してで、私もそれなりに 40 年近く関わってきましたので、

何らかの形で地元に貢献できればとその思い一つでおりますので、進め方

等で何か問題ございましたらいろいろと言っていただければと思います。

 それでは、ここに書いてありますように、互選で務めさせていただくこ

とになりましたけれども、この協議を進めていくにあたりましてもう一

人、座長を補佐していただく副座長というのを互選で決めていただきたい

というふうに思います。どなたか立候補していただける方ございますでし

ょうか。あるいはまた推薦していただければと思いますが、いかがでしょ

うか。座長がもしなんかあった時には必ず補佐をしていただく人をという

意味でお願いしたいと思いますが。いかがでしょうか。一番近くにいらっ

しゃる瀧本さんから、推薦される方いらっしゃいますか。もちろん立候補

でも構いませんけども。 

瀧本委員 副座長はやはり学識の方がいいんでしょうか。 

碓井係長 特段そういった縛りはございません。 

瀧本委員 服部先生なんかどうなんでしょうかと思いましたが。 

服部委員 学識というか、大学からばかりでよろしいんでしょうか。 

細見座長 よろしいでしょうか。 

(一堂拍手) 

それでは、副座長は服部委員にお願いすることになりました。一言お願

いします。 

服部副座長 一言だけ。全く今年、委員になったばっかりで、右も左もわかりません

ので、皆さんにいろいろ教えていただきながら、私のできる限りのことを

やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

細見座長 ありがとうございます。皆さん謙虚な方が多いので、でも議論は熱くと

いうことでお願いしたいと思います。 

 

< ７．小金井市の会議の原則について > 

細見座長 この会議を進めるにあたって、議題の 7 番めのところに、「小金井市の

会議の原則について」ということがございます。議題に入る前に、事務局

からご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

碓井係長 よろしくお願いいたします。それでは、まずは議題に入らせていただく

前に、小金井市の会議の原則を申し述べさせていただきたいと思います。
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小金井市の委員会の会議につきましては、すべて基本的には傍聴などを認

める公開の原則というものにのっとって開催を行うことになってござい

ます。傍聴には、特に事前の申し込みとかは必要ございませんので、会議

の開催中に傍聴の方が見えた場合は、傍聴席で皆様にお配りしてある資料

と同様のものをご覧いただきながら、会議を傍聴していただくということ

になります。それから、会議の結果につきましては、会議録を作成させて

いただきまして、どの委員の方がどういったご発言をなさったかというこ

とにつきましても、ホームページや行政資料室のように公開を行っていく

ことになってございます。もちろん、公開させていただくにあたりまして

は、ご自身のご発言に間違いがないかどうかの確認をさせていただきまし

て、次回の会議の時にその会議録で公開することに異議がないというご了

解をいただきました後に公開させていただくことになりますので、そのあ

たりのところも一応、ご了承お願いできればと思います。以上になります。

細見座長 はい、どうもありがとうございます。これは小金井市の全般的な会議の

進め方ということで、公開は原則だということです。それは多分問題ない

かと思いますので、何か今のことで質問とかありますでしょうか。 

じゃあ、杉本さんどうぞ。 

杉本委員 よろしいですか。公開の原則にのっとって、市民参加条例では会議録は

要点筆記か全文筆記どちらを選んでもいいし、どちらかを公開ということ

になっているわけですけれども、こちらでは会議録は全文筆記を公開して

いただけることになっているのか、あるいは要点筆記だけなのか、あるい

はどちらもなのかを知りたいのですが。 

細見座長 はい。 

杉本委員 今テープがないので、どなたか手で記録されているのでしょうか。 

細見座長 一応テープあるんです。そこに置いてあるので…。どうですか。 

碓井係長 はい、それです。今の杉本委員のご質問なんですけれども、一応、議事

録自体は全文筆記のものと要点筆記のもの、今委員がおっしゃったもの

を、両方お作りさせていただくことを考えております。ただですね、公開

させていただくものにつきましては、全文筆記のものの公開を考えており

ます。要点筆記のものにつきましては、事前に第 2 回（次回）以降、委員

の皆様に資料と一緒にお配りさせていただいて、そういえばこんなことを

話したなということを思い起こしていただく資料として、ご活用願えれば

というふうに考えております。以上です。 

杉本委員 ありがとうございます。 

細見座長 一応、全文が録音されていて、それを元に公開されるということでよろ

しいでしょうか。 

杉本委員 その記録は、次の会議の前に、私たち委員には配布していただけるとい

うことでよろしいでしょうか。 

細見座長 はい、事務局どうぞ。 

碓井係長 はい。環境係長です。今回もそのような形にさせていただいたんですけ
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れども、検討委員会の開催の際には概ね 1 週間前に委員の皆様には資料を

お配りさせていただくので、その際に議事録も併せてお配りさせていただ

きます。それを事前にお読みいただいて、もしご自身の発言等で言ったこ

とと違うんだけどもといったことございましたら、次回委員会の際におっ

しゃっていただければ、その部分を修正した形で公開させていただきます

のでよろしくお願いいたします。以上です。 

細見座長 毎回、委員会の時に、その議事録というか全文記録について意見があれ

ば、意見というかちょっと趣旨が違っているとかいう修正をするというこ

とでしょうかね。大丈夫ですか。毎回そうしているの。 

碓井係長 環境部門に関しては、そのような感じで使わせていただいております。

杉本委員 次の会議の大体 1 週間前ということですね。 

碓井係長 そうです。 

細見座長 会議の 1 週間前に配布されて、それをお読みになって、会議の時にちょ

っとここの部分は修正したいということを申し出ていただき、それでＯＫ

であれば確定ということになる。 

碓井係長 そういうことですね。今、座長のおっしゃった通りです。 

杉本委員 要点筆記も同じように 1 週間前と考えてよろしいですね。 

碓井係長 はい。 

細見座長 よろしいでしょうか。一応、全文筆記での公開が原則で、その全部筆記

については 1 週間前にあらかじめ委員の皆様に送って、それを見ていただ

いて、もし何か不都合な点とかありましたら、その次の委員会の時に発言

していただく。それで修正をするということにさせていただければと思い

ます。その際、全文と要点と 2 種類あるということですね。 

要点の方は公開しないですね。この委員会で前回何を議論したのかとい

うことを整理するために使おうということですね。 

碓井係長 要点については公開はございません。委員の皆様に、ご活用いただく資

料というふうにお考えいただければと思います。 

杉本委員 委員には要点だけは教えていただけるんですよね。 

碓井係長 委員の皆様には、要点・全文両方お配りします。 

渡邊委員 要点筆記の部分は、パブリックコメントとか今後多分やられると思いま

すが、そういった際にも特段意見として出てこない、この場限りのものと

いうことですか。 

碓井係長 はい。そうです。あくまでも委員の皆様と、傍聴席にいらっしゃる傍聴

者の皆様にお配りさせていただく限りです。 

細見座長 よろしいでしょうか。 

杉本委員 すみません、審議の進め方について二つあります。例えば、この時間に

第 1 章と第 2 章の審議が尽くせない場合、質疑が残った場合とか、意見が

残った場合は、次の 2 回目に繰り延べることを担保、保証していただきた

いと思うのですが…。時間内に終わらなかった場合ですね。4 回というす

ごく短い時間内で、これだけの大事なことを審議していくので、そういう
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ことも出てくるかと思います。時間延長や回数の延長もあるかもしれない

ということを皆さんにお願いしたいなと思いまして…。 

細見座長 わかりました。回数を増やすかどうかに関しては、事務局がどう考えて

おられるかというのが一つあります。それは後で答えてください。それか

ら、先ほど言いましたように、皆さんご予定があると思いますので、原則

2 時間という会議にしたいと思います。その際に言い尽くせない点とかあ

りました時には、それはそこで打ち切るのではなくて、次回とか引き続き

検討したいと思います。その際に、何かこう、できれば次回に向けたメモ

みたいなものを作っていただいて、それが次の委員会にあれば少しコンパ

クトにできるかなと思いますので、そういう何か言い足りなかったところ

とかは、そういう資料を作っていただいて、委員会に出していただいた方

が多分早くまとまるというか、効率の良い議論ができるのではないかなと

思います。決して打ち切ることはしませんが、そういう効率的な進め方に

も協力していただければと思います。委員会を増やす件はどうですか。 

碓井係長 一応 4 回を予定しておりまして、杉本委員のおっしゃったことはもっと

もなことなんですけれども、現計画が今年度いっぱい、来年の 3 月 31 日

までですので、その次の 4 月 1 日からの計画をこれから皆様にご議論いた

だくわけです。そこから逆算いたしまして、大体パブリックコメントを秋

頃 10 月、遅くても 11 月にはというふうに考えておりまして、それまでの

間に何回委員会を開催できるかという部分になろうかと思うんですけれ

ども、事業者の皆様、学識経験者の皆様中心にお忙しい方が大変多くて、

私、環境審議会の事務も担当させていただいているんですけれども、委員

の皆様のスケジュール調整が非常に難しいという部分があります。全く増

やす余地はございませんということを申し上げるわけではないんですけ

れども、例えば 4 回を 7 回にするとか 8 回にするとか、そういったことま

ではなかなか難しいのかなというふうに考えております。以上です。 

細見座長 はい、どうもありがとうございます。議論が集中して、あるいはちょっ

と言い尽くせない、まだ議論が足りないという場合には、保証するもので

はないのですが 1 回ぐらいは追加があるかもしれないということが一つ

と、やはり来年度に向けてということがあるので、おしりが決まっている

ということだけは認識していただいて、議論を進めたいと思います。ただ、

どうしてももう 1 回議論したいという場合は、改めて市の事務局と相談さ

せていただきたい。それが 3 回、4 回増えるということはまずないと思い

ますが、1 回ぐらいはあるかもしれない。それは多分予算の関係もあると

思いますので、事務局と相談させていただければと思います。会議の進め

方というところ、原則ですけれどもよろしいでしょうか。よろしければ、

次に本日の会議資料の確認をするように書いてありますので、資料の説明

をお願いいたします。 

碓井係長 はい。本日、委員の皆さまには、資料を 5 点、中には 4 点の方もいらっ

しゃるんですけれど、お配りさせていただいております。 
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まず 1 点めがこちらの緑の分厚い冊子で、小金井市環境基本計画という

ものになりまして、まさに今度の 3 月 31 日で消えてしまう計画でござい

ます。こちらの改訂分につきまして、皆様にこれからご議論をいただくと

いう形になります。2 点めはこちらの環境報告書といいまして、平成 24

年度版です。毎年発行しているんですけれども、市で行っております環境

に関する事業ですとか、あるいは地下水、大気といったものの各種測定の

数値等が書いてございます。こちらの 3 点めが、資料 3 として薄い紙の冊

子になるんですけれども、小金井市環境基本計画の改訂概要についてとい

うことで、今回の改訂の概要について書いてございます。4 点めがこちら

のちょっと厚めのものになるんですけれども、小金井市環境基本計画改訂

にかかる基礎調査報告書というものになります。改訂作業は、実は昨年度

から 2 年度間にかけて行わせていただいておりまして、今回皆様にこれか

らご議論をいただく素案を策定するにあたりまして、株式会社サンワコン

さんの方でいろいろな調査をさせていただきましたので、その結果につい

ての報告書になります。5 点めが改訂小金井市環境基本計画素案骨子(案)

で、こちらのテープで綴じ込んであるものになります。こちらは、まさに

これから皆様にご議論いただく素案になります。これはまだ 50 ページ弱

の薄っぺらいものなんですけれども、こちらの素案にいろんな資料を加え

たりですとか、これから皆様にご議論いただく中でご意見として出たもの

をエッセンスとしてプラスして、原案という形でパブリックコメントに付

けさせていただきます。また併せて、公民館を考えているんですけれども、

各地域での市民の皆様の意見を聞きたいとも考えておりますので、そうい

ったものに役立てさせていただきたいと考えております。本日の議論には

直接こちらの方は使いませんで、今後の議論をしていただく上の資料とし

てお考えいただければということで、環境基本計画と環境報告書をお配り

させていただいておりますので、傍聴席の皆様におかれましては申し訳ご

ざいませんがご了承ください。以上になります。 

なお、こちらの環境基本計画なんですけれども、本年度でもう期限が切

れてしまう関係で、残部数が非常に少なくなってしまっております。今回、

私どもで事前にお持ちであることがわかっている方については、実は配布

させていただいていません。事前にお配りさせていただいた方の中で、す

でに持っているよという方がいらっしゃいましたら、申し訳ございません

が、本日終わりました後にお席に置いていっていただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

< ８．報告事項 > 

【（１）小金井市環境基本計画の改訂概要について】 

細見座長 それでは、引き続きまして、報告事項に移りたいと思います。最初に小

金井市環境基本計画改訂概要ということで、資料 3 というのがございます

が、それに基づいて事務局というか、サンワコンさんからやっていただけ
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るんでしょうか。じゃあ、よろしく。 

サンワコン それでは、お手元の資料 3 のご説明をさせていただきます。まず、開い

ていただきまして 1 ページでございますけれども、改訂作業における主な

検討の視点ということで、私どもが昨年度 1 年調査を進めてまいった中

で、計画改訂にあたって踏まえておくべきような視点をいくつか挙げてお

ります。 

一つめが、これは小金井市というよりも国全体に関わるようなことかも

しれませんけれども、「エネルギーに関すること」ということで、ご存じ

の通り東日本大震災での原発事故を契機に、エネルギー政策等が見直され

ております。そういった中で、市民や事業者の方、あるいは行政が協働し

て取り組める方策を検討していく必要があるということがまず一点でご

ざいます。それから、それに関係しまして、「地球温暖化防止に関するこ

と」ということで、昨今の異常気象が顕著なところがございますので、そ

れらを踏まえまして、国際的に見ますと京都議定書の第一約束期間が満了

しているということもありますので、新たな対策として足元からの地球温

暖化対策に取り組んでいく視点が重要ではないかということを挙げさせ

ていただいております。それから 3 点めが「水や緑の保全に関すること」

でありまして、こちらの方は基礎調査の中でヒアリング等を行っておりま

すけれども、アンケート調査の中でも市民の声として大きく挙がっていた

点でございます。小金井市が水と緑といった環境資源に恵まれているとい

うことでございまして、これらをまちづくりにどう生かしていくかという

のが一つの視点になってくるかと思っております。それから「循環型のま

ちづくりに関すること」で、小金井市の中ではごみ問題が一つの大きな課

題となっておりますので、こちらの方を考えていきまして市民・事業者の

徹底したごみ減量、あるいは水というのも一つの資源というふうにとらえ

ますと、それらの循環利用に向けた取組といったものを模索していく必要

があるということを挙げております。それから最後の 5 点めにつきまして

は、「絆づくり」ということで挙げておりますけれども、市内には大学等

もございますので、そういったところとの連携を図りながら、環境教育・

学習といったものを通じて、環境を守り育てる市民・事業者の絆を深めて

いく視点が重要ではないかということで、こちらの方も基礎調査の中で大

きく意見として出てきた点でございます。 

2 ページめに改訂基本計画の構成ということで、私どもが考えておりま

す案を挙げております。参考までに 3 ページに現行計画の構成を目次だけ

お示ししておりますけれども、これと比べましてどこが変わってくるか、

どこを見直していくかというところを 2 ページでご説明いたします。ま

ず、「第 1 章 計画の基本的考え方」というところでは、計画の改訂の趣

旨が今ほど述べました 5 つの視点をはじめとして、他にいろいろ踏まえる

べき事項が今後ご意見としてうかがえるかと思うんですけれども、それら

を踏まえて改訂の基本スタンスなり改訂概要について見直していく必要
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があるかと思っております。それから、現行計画では、本編に「環境の現

況と課題」というようなところはなくて資料編に回っているわけなんです

けれども、今回は改訂ということで、やはり現状の環境がどうなってきて

いるか、環境基本計画をこれまで進めてきてどうなったかというような取

組の検証とか、そういったところを本編に取り込んで明らかにしておく必

要があるのではないかなということで、新たに追加するような形で考えて

おります。それから第 3 章、第 4 章につきましては、「計画の目標」、それ

から目標に基づく「取組の展開」ということでして、計画の目標につきま

しては、やはり環境基本計画は長いスパンで考えていくべきもの、環境と

いうのはそういうとらえ方をすべきものと考えておりますので、計画の見

直しがあるとしても、当初に設定した目指す環境像とか基本目標はある程

度踏襲すべきかなということを考えております。ただ、その中に先ほど申

し上げました検討の視点をいくつか追加する中で、取組の展開として体系

的なところが少し変わってくるかなということと、そこから展開されます

重点的な取組についても新たな今後 5 年間の取組となりますので、改訂は

必要になってくるかなと考えております。それから「第 5 章 計画の推進

方策」ということで、現行計画の推進につきましては推進体制あるいは進

行管理のシステム自体は、ある程度出来上がっているかと思います。ただ、

そのあたりでさらに改善すべき点があれば、ここの第 5 章のところに反映

しながら、新たな推進方策を検討していくべきかと考えております。 

4 ページ、5 ページにつきましては、計画素案の目次案ということで、

概ねこれに基づきまして、こちらから先ほどの冊子の素案骨子をたたき台

としてお示ししております。これにつきましては、後ほどのご議論という

ことでお願いいたします。6 ページにつきましては、その後々の部分、第

3 章からの取組の展開の部分で、新たな課題等なり現行計画の進み具合を

検証するにあたってのこちらの作業のステップということで、3 段階に分

けて作業しましたということをフローにまとめておりますので、こちらは

参考までにご覧ください。 

それで 7 ページが改訂作業の進め方、スケジュールになっております。

先ほどから申し上げていますように、昨年度 25 年度から改訂作業が始ま

っておりまして、これまでに環境審議会、あるいは庁内の推進本部会議、

それから環境市民会議さんの会議等、あるいはアンケート調査、ヒアリン

グ調査といった基礎調査を踏まえまして、今現在、改訂素案の骨子案がで

きた、たたき台としてまとまったという段階に来ております。今後はこの

図にあります中ほどの太い矢印から下の部分ということになりまして、計

画書原案の検討ということで、3 回に分けて、第 1 回の本日は第 1 章、2

章について、それから次回第 2 回につきましては第 3 章、第 4 章について、

それから第3回につきましてはおそらく第2回で積み残しが出てくるかと

思いますので、それらのうちの重点的取組について特にご検討いただけれ

ばと思っております。それで一通り素案を検討いただいて肉付けも終わっ
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た段階で、計画原案として再度とりまとめて、パブリックコメントを実施

させていただいて、それらを反映したものを最終的な案として、もう一度

こちらの検討委員会でご議論いただく、ご確認いただくというような流れ

を考えております。 

8 ページにつきましては平成 25 年度の会議の実績等で、どのような作

業を進めてきたかというようなところを整理したものですし、9 ページに

つきましては 26 年度の今後の進め方ということで、概ねの工程表をお示

ししております。以上でございます。 

細見座長 はい、どうもありがとうございました。これは報告事項で、今までこう

いうことを 25 年度でやってこられて、26 年度はこういうふうにしたいと

いうようなことです。細かい議論はもっと後でやりますので、この今の説

明について何か質問とかありましたらおっしゃってくだい。 

亘理委員 ちょっといいですか。 

細見座長 はい、どうぞ。 

亘理委員 初めてなのでわからないのですが、この環境基本計画はすでにあります

よね。これに基づいて、前の 5 年間が進んできた。そういうことですね。

杉本委員 10 年です。 

亘理委員 10 年か。じゃあ、10 年が進んできて、具体的に取り組んだもの、全然

取り組んでいないものとか、それとある程度効果があったとかないとか、

そういったことについては、どの辺のところで評価しているんですか。 

細見座長 ここにあったように、例えば、少なくとも今回改訂の中で、今までやっ

てきたことの取組だとか、検証みたいなものを第 2 章に入れたい。そうい

う趣旨だと思います。 

亘理委員 じゃあ、まだそれはやっていないんですね。 

細見座長 今日これから議論するところです。 

亘理委員 これからそれをやるわけですね。10 年間のことを…。 

細見座長 はい。しかも、その資料が多分これになるんですよね。 

サンワコン はい。今日お出ししております、素案骨子、こちらの資料です。 

亘理委員 なぜそういう意見を申し上げましたかといいますとね。これ、こういう

ふうにまとめて、計画してやることは立派なことだし、大いにやってほし

いと思うんですが、それをやった結果、それほど進まないで、そしてまた

さらに次の 5 年間に行ってしまうと、同じことの繰り返しになるんじゃな

いのかと心配しているんです。私は住宅マスタープランか何かの時も参画

したことがありますが、それは前の時とほとんど変わっていませんでし

た。また同じことやるのかなと思って…。そういう絵に描いたもちではし

ょうがないなということがあるんで。少しでも進んでいれば、それは新た

に改訂してもいいんだろうけども、進まないでそのまま同じようなことを

やったって意味があるのかなと。ちょっと否定的な言い方なんですが…。

細見座長 これはもうぜひ、この 10 年間の反省も踏まえて、進んだ部分とまだ足

りない部分がいくつかあると思いますので、そこは今日もその議論になる
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かと思います。第 2 章になるんでしょうかね。今言われたように、やっぱ

り 10 年間何をして、何が進んで、何が問題で、何ができたのか、これは

いつも検証していかないと、計画というのは本当に絵に描いたもちになり

ますので、それはこの委員会で議論させていただきたいと思います。 

藤崎委員 ちょっとよろしいでしょうか。今のご質問に関して、実は環境市民会議

として報告書をまとめたんですね。先ほどサンワコンさんからそれに触れ

るような話がありましたけど、これは来週、市長に提出する予定になって

いるんです。この基本計画について、環境市民会議としてこういうことを

やってほしいというところがたくさんあるんですね。それに対して、環境

市民会議がどうだったかというまとめです。これは環境市民会議としては

終了していまして、私どもなりのまとめをして市に提出する予定だという

ことです。ちょっと余談で申し訳ないですけど。 

細見座長 ちょっと先走ってしまうかもしれませんが、私が関わったこの第 1 期の

環境基本計画の中で、最も特徴だと私が思っているのは環境市民会議とい

うものを設けたことです。これは私なりの解釈では、市はお金は出すが口

は挟まないというもので、通常は市がお金を出した会議というのは、市が

すべてコントロールするというのが普通なんですけど、多少の活動費を出

していただいて、市民の方が中心になってこの環境基本計画がどのぐらい

進んでいるのか、どういう問題があるのかということを毎年チェックして

いただくというものです。先ほど申し上げましたように若干の補助金は出

すけれども、活動に対して大きな口を挟まないという形で、市民の人が責

任を持って環境基本計画がどのように進んでいるのかというのをチェッ

クするのも大きな役割の一つだということです。これは多分、あちこちの

市町村で環境基本計画を作っておられますけれども、こういう組織という

のは小金井市が初めてだろうというふうに思います。要は市の事務局の下

ですべて行うのではなくて、市民の方からの意見も市に特に左右されず

に、市民独自の意見を反映したいというつもりで、10 年前に私はそう思

ってこの環境市民会議というのを作っていただいて、今この委員会のメン

バーにも何人か活動していただいています。そういう観点で環境基本計画

がどのように進行したのかというのを、上手くいった場合と若干問題点も

必ずあると思いますので、その辺を元に議論して次の改訂につなげていた

だければと思います。その市民会議の具体的な報告書は、どのように公表

されているんですか。 

藤崎委員 実は今、市民会議の中では公表しています。先ほど申し上げましたよう

に、来週市長にこれお渡しする予定になっております。当然、その時点で

公開ということになると思います。サンワコンさんには今までにこの情報

はもう公開しています。サンワコンさんに公開しているというと変なんで

すけれど。今回の基本計画の中には、当然私どもも市民会議の立場として

の反省点をいろんな形で十分入れていくよと言ってあります。市にもすで

に公開というと変なんですけども、メールでの情報交換をしょっちゅうや
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っていますので、市の方ももちろん承知されているはずです。ちょっとお

願いできますか。 

碓井係長 市長への提出に関しましては、来週お願いさせていただいているんです

けれども、藤崎委員が今おっしゃったように、事前に資料を私どもの方で

いただいておりまして、この素案の中にも藤崎委員がお手にしていらっし

ゃるこちらの報告書のエッセンスが、ところどころに散りばめられており

ますので、その辺もご理解を賜れればと思います。よろしくお願いいたし

ます。以上です。 

細見座長 よろしいですか。どうぞ。 

杉本委員 それを言いたかったんです。この基本計画の骨子案の中に、環境市民会

議でまとめた報告書のことが課題などの中に随分生かされていて、かなり

私たちの活動を認めてくださっていたんだなと思いました。それと、その

報告書なんですけれども、私たち委員もその情報を共有したいというよう

な提案をさせていただきます。もしそれがもう公開されていい資料である

ならば、ここにいる私たち委員もそのコピーなり何なりをどこからか取り

寄せるということはいかがでしょうか。 

細見座長 そうですね。市長に手渡しされた後、事務局から各委員に配っていただ

きますかね。 

碓井係長 はい。基本的には環境市民会議様から、市にご提出いただくものになり

ますので、市民会議様のご了承があればという形にはなろうかと思うんで

すけれども、藤崎委員、その辺はいかがでしょうか。 

藤崎委員 それも私の一存でどうのこうのって問題じゃないですけど、公開に関し

ては全く問題ないだろうと思いますよ。 

細見座長 そうじゃないといけないかなと思いますね。 

杉本委員 そうですね。 

藤崎委員 当然だと思いますね。 

碓井係長 それでは、来週お渡しいただくものを、次回の検討委員会の際に委員の

皆様に資料としてお配りさせていただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

細見座長 そういう意味では、1 期目の小金井市環境基本計画というのは、他の市

町村ではないような新しい取組を取り入れさせていただいたと思います。

それを踏まえて今回改訂するということで、市民会議の意見だけではなく

て、市も他のこの委員の皆様も含めてより良いものにしていきたいと思い

ます。 

【（２）小金井市環境基本計画改訂基礎調査結果について】 

細見座長 もう一つ報告事項が資料 4 で、ちょっと分厚い資料がございますので、

これを先に報告していただけますか。 

サンワコン それでは、結構中身のボリュームもたくさんありますので、かいつまん

でポイントだけご説明を差し上げます。昨年度、今年の検討に先立ちまし
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て、基礎調査というものを行わせていただいておりまして、それをとりま

とめたものがこの一冊でございます。内容としましては、関連します上位

計画・関連計画の概要、それから市民アンケートの調査結果、そして庁内

での取組状況、施策ヒアリングのまとめということと、あと事業者、また

市民団体さん等へのヒアリングのまとめ、それから最後は小金井市の環境

の現況と書いてありますけれども、これは資料文献等からとりまとめたも

のになっております。 

それで、まず上位計画・関連計画につきましては、1-1 ページになりま

すけれども、一番大元になりますのは小金井市基本構想ということで、前

期基本計画、これが大元になってくるということでございますので、そこ

の概要的なところを整理しております。1-2 ページめに現行の環境基本計

画について、それから 1-3 ページめは小金井市の都市計画マスタープラ

ン、4 ページめに地球温暖化対策地域推進計画、5 ページめには産業振興

プラン、6 ページめには農業振興計画ということで、6 つの計画について

概要をとりまとめさせていただいておりますので、詳細はまたご覧いただ

ければと思います。 

それから、市民アンケートの調査結果ということで、2-1 ページになり

ますけれども、こちらは 18 歳以上の男女 3,000 人を対象に、無作為抽出

で郵送でのアンケート調査を昨年 9 月、2 週間程度で行っております。有

効回収数が 956 で、回収率としましては 31.9%ございました。1 ページめ

はその回答者の属性ということで整理をしております。2 ページ以降に実

際のアンケートの設問に対する回答をとりまとめたものを記述している

わけなんですけれども、まず環境を守ることや市の取組に対する考えとい

うことでお聞きしております。1 点めは環境を守ることについての考え方

ということで、環境を守ることが大切か、それに対して生活が便利な方が

よいかというような選択肢を設けまして、回答をいただいております。「環

境を守ることは大切だが、なるべく生活が不便にならない方がよい」とい

う回答者が最も多かったという結果になっております。環境を守るために

望ましい取組の考え方につきましては、「市全体が一体となった取組を進

めるべき」という考えの回答者が過半数を超えておりました。それから、

目指す環境像、あるいは基本目標、これについてどの程度知っているかと

いうことでしたが、この辺が課題ではあるんですけれども、環境基本計画

があることを「知らない」、あるいは環境像・基本目標を「知らない」と

いうのが、8 割方いらっしゃったということでございます。それから、こ

の 10 年間の進行状況についてどう考えているかというところを、8 つ基

本目標があるんですけれども、その基本目標ごとに聞いております。その

8 つの中で取組が 28 ございまして、この 10 年間で「期待通りに進んだ」

と回答された割合が大きかった取組としては、「ごみを出さない」とか、

「資源循環の推進」、「廃棄物等の適正処理」といったごみとか資源に関す

る取組、こういったところに関心が高く出ておりました。それから 5 番め、
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基本目標に関連して、最も力を入れるべき取組は何かというような聞き方

をしておりまして、「環境活動のネットワークづくり」については、「環境

に関する情報を収集し、適切な方法で市民に発信する」というところが一

番多く答えられておりました。3 ページに移りますけれども 2 つめの「緑

を守り育てる取組」、こちらの方では「街路樹や公共施設の敷地内での緑

化を推進する」とか、「まとまった緑を保全する」というところが多く回

答されておりました。3 つめの「地下水、湧水、河川の水循環の回復」、

これにつきましては「水質を保全する」というところの回答が一番多く、

そのあとに「地下への浸透を促進し、地下水を涵養する」というような選

択肢が選ばれておりました。「自然環境の保全」につきましては、「緑や水

に親しめる散策路などを整備し、自然にふれあう機会をつくる」というの

が最も多く、4 割以上の回答がありました。「公害の防止」につきまして

は、「土壌・地下水の汚染」、あるいは「河川の水質汚濁」、「大気汚染の防

止」、特にどれが多いということなく、それぞれ万遍なく回答が得られて

おりまして、各公害ともに公害防止対策に取り組むことが望まれているか

なということでございました。6 つめの「小金井らしい景観づくり」につ

きましては、「市内に残されている歴史的・文化的な遺産を保全・継承す

る」というのが最も多く答えられております。次の 4 ページに移りまして、

「資源循環」につきましては、先ほどもありましたが、「適正なごみ処理

を推進する」、「ごみ分別を徹底し、リサイクルを推進する」といったとこ

ろの取組が多く答えられておりました。「地球環境保全」につきましては、

圧倒的に「地球温暖化対策として省エネ・再エネの利用を推進する」とい

うところが多かった状況でございます。そして、日頃の環境行動について

も、小金井市環境行動指針に記載されている環境行動についての取組状況

を聞いております。それで「いつも必ずしている」というような行動、こ

れが 50%を超える行動といたしましては、「水道の蛇口を閉める」、「生ご

みを水切りする」、「不必要な電源はつけない」、「冷暖房温度を控えめにす

る」、「徒歩・公共交通を利用する」、「ポイ捨て、歩行喫煙はしない」、「マ

イバッグを持参する」、「ごみは分別して捨てる」という 8 行動が選ばれて

おります。これに対して、「したことがない」というのが 50%を超える行

動といたしましては、「雨水をためて庭にまく」、「水・緑の維持管理に協

力する」、「地域の美化活動に参加する」、「環境学習活動に参加する」とい

う 4 行動が挙げられております。「しないことが多い」、「したことがない」

と答えられた主な理由ですけれども、「場所や機会がない」、あるいは「時

間的な余裕がない」というところが多く答えられておりました。5 ページ

に移りまして、家庭での環境配慮製品の導入ということで、それを聞く前

に住宅の形態とか家族構成について聞いているわけなんですけれども、回

答者の割合として「一戸建て」が 6 割を占めていたのと、あとは父母また

は子と暮らす「2 世帯同居」、これが 5 割近くを占めていたという状況で

ございます。省エネルギーや自然エネルギーを考慮した設備の導入状況と
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予定としましては、すべての設備であまり導入予定の状況というのは高く

なかったということで、特に「導入意向なし」と答えられたのは 3 割を超

えていたということでございます。あと、この 3 年間で家電製品や自動車

を購入したかというような設問をしておりまして、家電製品につきまして

は、「買い替え」「新たに購入」というのを加えますと、6 割の方がそうい

う状況にあったということであります。自動車につきましては、「購入・

買い替えはなかった」というのが最も多くて、34.1%ということでござい

ました。そして、6 ページになりますが、家電製品や自動車を購入した際

に最も重視したことということで、「経済性」、「機能・使いやすさ」とい

うのが上位にきておりました。「環境への影響」というのが 3 番めにきて

おりまして、16.4%ということでございました。あと自由意見で、今後の

環境保全の取組の進め方について聞いておりまして、次期環境基本計画で

取り組むべき新たな環境問題と、今後の市の環境保全の取組の進め方につ

いての意見・要望といったところを聞いております。内容としましては、

いろいろなご意見をうかがっておりますけれども、循環型社会に関する意

見というのが最も多いという状況で、かなりごみ問題については関心が高

いかなというところが如実にわかった結果となっております。7 ページ以

降はアンケート結果の詳細なところをグラフでお示ししておりますので、

これはまたご興味のあるところをご確認いただければと思います。 

それで、30 ページ、40 ページぐらい飛びまして、3 つめの資料になり

ます。庁内施策ヒアリングのまとめということで、枝番でいうと 3-1 ペー

ジになります。調査の概要といたしましては、庁内の関係各課 9 部 36 課

4 局に対してのヒアリングとなっておりまして、関係各課に一斉照会とい

う形で一次調査を行っております。これは、定型のシートをお配りしまし

て、それに対して回答をいただくという形で実施しております。二次調査

といたしまして、そのシートに回答していただいた内容について、さらに

個別にヒアリングということで、13 課を個別に訪問して行っております。

その対象課の一覧としましては 3 ページ、4 ページ、それから二次調査に

つきましては 5 ページにお示ししております。調査結果の総括といたしま

しては、6 ページ、7 ページにお示ししております。こちらのところに先

ほどご質問にありました、現行基本環境計画に関する施策の進ちょく状況

についてはどうであったかというところとか、今後、実施を検討している

新規施策等についてはどうであるかというようなところを整理をさせて

いただいております。また 7 ページ、8 ページにつきましては、主な意見

としまして今後の環境基本計画改訂に向けてどういったところに気を付

けるべきか、留意すべきかということで、一つが上位計画・関連計画等と

の整合性についていくつかご意見をいただいています。また、施策の実施

に関する制度運用等についてということで、今現在の状況について記載し

ております。8 ページになりますが、課題としまして市からの情報提供の

充実について、あるいは環境教育学習の進め方について、市民団体ＮＰＯ
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等との連携した取組についていくつかご意見が出ておりました。 

次に 4 つめの資料で、事業者・市民団体等のヒアリングのまとめでござ

います。4-1 ページでございますが、対象は主要事業者、市民団体等の代

表者、計 41 者にヒアリングをしております。調査方法といたしましては、

事業者ヒアリング、これは面談による聞き取り、それから市民団体等ヒア

リングということで、これも面談あるいは電話による聞き取り、電子メー

ルでの回答、それからヒアリングしなかった事業者をいくつか抽出しまし

てアンケート調査もしております。これはヒアリング調査の補完というこ

とを目的として実施しております。2 ページめがその際のヒアリングシー

トということで、大体このような項目について皆様におうかがいしたとい

うことであります。3 ページが実施状況でございまして、ヒアリングが 8

社、市民団体等が 20 者、それから 4 ページ、事業者のアンケートとして

実施させていただきましたのが 13 社となっております。5 ページに意見

等の総括ということで環境基本計画やその取組内容に関する認知度とか、

環境保全の取組状況はどうであったか、それから今後検討しておられる環

境保全の取組はどうであるかと、活動を進めていく上で不足していること

はどういうことかというようなところを整理させていただいております。

これらは、先ほどの素案のたたき台に入ってきているとお考えいただけれ

ばいいかなと思います。6 ページ以降が、そのヒアリング・アンケートに

つきまして、事業者と市民団体等に分けて結果をグラフでお示ししており

ます。 

最後、小金井市の環境の現況というところは、地域の概況と環境の現況

という形で、項目を分けて資料調査の結果を整理しておりますので、これ

はまた今後検討を進めていく中で横に置いていただいて、参考資料的なも

のとしてご参照いただければなと思っておりますので、よろしくお願いし

ます。以上でございます。 

細見座長 ただ今の基礎調査を 1 年間かけてやらしていただいた資料がございま

したけども、これについて何か質問とかご意見がありましたらおっしゃっ

てください。これは、これから議論していく時の一つの資料として常に置

いておいてくださいということですね。 

サンワコン そうですね。 

細見座長 これを見ながら、この意見を踏まえながら、また改訂に向けて議論して

いただければと思います。 

渡邊委員 ご質問させていただきたいんですけど、よろしいですか。最初の市民ア

ンケートのところで、各年代層に分かれてご質問、アンケートを採ってい

たと思いますけど、年代的にその特徴があること、年代的にこういうのが

多かったとか、そういった分析はされているんですか。 

サンワコン 取組の状況についてクロス集計をしております。2-25 ページ辺りをご

覧いただければと思います。行動指針の実践状況で、多分年齢別に見た時

にその行動状況が変わってくるかなということで、そのあたりを見ており
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ます。一つは男女別割合で見ていますのと、あと次に年代別でということ

で、50%以上が「いつも必ずしている」行動についてと、50%以上が「した

ことのない」行動を挙げまして、レーダーチャートでお示ししております。

細見座長 年齢別の回答率が随分違うので、これも考慮しないといけないかなとい

う感じがしますが、いずれにしてもアンケートで得られた結果で年齢別の

ことを議論しておかないと、今後 10 年とか 20 年先を見た時に、小金井市

がどういうふうにしていったらいいのかということは重要ですからね。 

渡邊委員 取組の重点項目はどこを中心にやっていかないといけないか、戦略を得

る上でやっぱりここは重要な指標になりますね。 

細見座長 他にございますか。はい、どうぞ。 

亘理委員 2-3 ページの 2 番の「緑を守り育てる取組」とありますね。その中で「ま

とまった緑を保全する」というのが非常に多いという話なんですが、こう

いうこと以外にはなかったんですか。 

サンワコン 2-16 ページをご覧いただきたいのですが、緑に関しては、こちらに挙

げております選択肢がこちらで設定させていただいたものになっており

ます。 

亘理委員 要するに、「住宅や事業所敷地内の緑化を推進する」というのがあるわ

けですね。 

サンワコン はい。ございます。 

細見座長 それが 13%だったと。 

亘理委員 こういうことは望ましいことなんだけど、実際はなかなか進展しません

よね。進展させるにはどうしたらいいかというような解決策についてまで

のことというのは、ここではあまり論じないのですか。 

サンワコン これは調査結果ですので、これを踏まえて素案のたたき台の方に…。 

亘理委員 具体的にそれを増やしていくにはどうしたらいいだろうかというのを

ここで論じるわけですか。ここでいろいろ提案したり、話し合ったりする

わけなんですか。 

サンワコン そうですね。 

細見座長 特に重点的に緑を育てるのに、まとまった面積も重要だけれども、個々

でやろうということが本当に重要であれば、それについて本当どうやって

進めていくのかという議論ですね。 

亘理委員 例えばそういう提案というのは、今私がここでやっていいんですか。そ

れともまだこれは早いんですか。 

細見座長 今じゃなくて、これから議論します。今回の改訂委員会のスケジュール

にありましたように、本日は全部できるかどうかわかりませんが、1 章、

2 章を議論しようとしています。これ全部今日できないかもしれません。

それから次の 3 章、4 章は次回と決まっていますので、例えば亘理委員か

ら見ると、こういうことが重要だという中身の議論は、今回も含めて次回

以降、この冊子の方でやります。その際にあらかじめ今のように、この部

分をやっぱり、こういう部分にウエイトをおかないといけないんじゃない
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かとかいう議論を出していただいたら、みんなそれは大事だということに

なれば、じゃあ具体的にそれをどうやって進めていくのかということをこ

の場で議論させていただければと思います。一応これはたたき台ですの

で、これをベースに各委員の意見をさらに加えて、より良いものにしてい

くというのが改訂検討委員会だと思います。次回とかにこの内容に入りま

したら、どんどんそれを発言していただければと思います。今のは単にこ

の骨子案を作るための基礎資料として、アンケート調査だとか聞き取りと

か何かをしましたという報告ですので、これをベースにして次にこういう

ことが大事なのではないかというのを提案していただければと思います。

いかがでしょうか。今の報告書の中でご質問ございますでしょうか。 

渡邊委員 もう一点いいでしょうか。4-5 になるんですが、事業者・市民団体ヒア

リングのまとめの中で、（3）のヒアリング調査における意見等の総括で、

取組内容の認知度が低いということがあったと思うんですけども、基本計

画に記載された取組はあまり意識されていなかったという記載があるか

と思うんですが、そもそも市民団体の方々、事業者の方々というのは、何

を意識してされているのでしょうか。基本計画の認知度を高めるというふ

うに考えると…。 

サンワコン 設問の仕方がこの流れでやったもので、こういうとりまとめになってい

るんですけれども、基本は市民団体さんあるいは事業者さんは、2 つめの

環境保全の取組状況のところにありますように、各主体ともそれぞれの活

動目的に沿って環境保全に取り組んでいらっしゃるということなんです

ね。ただそれは環境基本計画にこう書いてあるから、意識してこういう取

組をしていますかというと、そうではないという意味でございます。 

渡邊委員 たまたま合致するかもしれないけども、これに基づいてやっているわけ

じゃないとうことなんですね。 

サンワコン はい。そういうことでございます。 

渡邊委員 基本計画って何なんだろうという話ですね。ありがとうございます。 

細見座長 小金井市のいろんな方々は、かなり環境保全の取組はされているんです

ね。ただ、10 年前に作ったこの環境基本計画に基づいて、行動をいろい

ろやられているわけではない。環境市民会議は、それに基づいてつくった

ので、当然それをやらないといけないんですけれども。どういうふうにし

て環境基本計画を浸透させるのか、そのやり方に関しては次期の改訂の作

業にはちょっと宿題かなと思いますね。 

サンワコン こちらの 4-5 ページの一番下、活動を進めていく上で不足していること

の中でまとめております 2 つめの「・」なんですけど、市民団体等からは

ネットワーク、情報の共有がないというような課題が挙げられておりまし

て、例えば個々の団体さんは非常にいい取組をしているんですけれども、

それを併せてやるともっと相乗効果が現れるんだというようなところが

あるのではないかなと思っております。そのあたりをいかに次期の計画

で、推進体制なり何なりというところで、具体化できるかというところが
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一つのポイントかなと考えております。 

細見座長 かなり課題もちゃんと挙げていただいているようなので、これをベース

に骨子は作ってあるということで、協議事項の方に進ませていただきたい

と思います。今日、一応議論が 3 時までということで、30 分でこれ全部

はちょっと無理なので、とりあえず今日は 1 章を目指します。 

碓井係長 本日は第 1 回ということで、委員としての抱負であったりですとか、座

長・副座長にご就任いただく委員さんを決めさせていただいたりですと

か、あと今回サンワコンさんにしていただきました改訂内容とか基礎調査

の説明等をさせていただくのに、ちょっとお時間を割かせていただいたわ

けなんですけれども、次回につきましては、今回入っていなかったものと

して議事録の確認等も入ってくるんですけれども、それ以外の時間はすべ

て議論に使っていただけるお時間になりますので、今回よりは順調に進む

んじゃないかなと思います。 

 

< ９．協議事項 > 

【（１）計画の基本的考え方（第１章）について】 

細見座長 本日で一応、協議事項の 1 章のところはやりたいなと思うんですけれ

ども、それでも時間が足りなければ、次回以降引き続いてということに

させていただければと思います。進め方ですが、例えば亘理委員は初め

てというか、ほとんどの人が初めてだと思いますが、先ほど言われたよう

に環境基本計画の素案骨子は、こういう調査報告書やいろんなものに基づ

いてたたき台を作って、それを一個一個この委員会で承認する、あるい

はもっと加える、あるいはこれを修正するというような形で進めていき

たいと思います。とりあえず、本日は 1 章を議論しますけれども、例え

ば次回にやっぱりもう少しこういう意見があるぞというようなことは言

っていただいても構わないと思います。何回か行ったり来たりすること

があるかもしれません。それは1章から5章までありますね。だから本当

は1章から5章まで通してやった方がいいと思うんですけれども、やっぱ

り一応順番通りやっていって、もう一回全体として見た時にどうかとい

うようなことで進めさせていただければと思います。とりあえず今日は

1 章のところを見ていただいて、これをまず説明を受けた後で、ここの

時間を議論に充てたいというふうに思います。1 回めですので、いろんな

儀式があったりして、十分な議論ができないということをご了解願えれ

ばと思います。じゃあ事務局の方から、この 1 章について説明をお願いし

ます。 

サンワコン はい。では冊子の方を開けていただきまして、1 ページからご説明を

させていただきます。まず第 1 章は「計画の基本的考え方」ということに

なっておりまして、こちらは計画改訂の趣旨と計画の性格というところ

で、とりまとめをさせていただいております。まず計画改訂の趣旨につ

きまして、改訂の背景となる事項をとりまとめております。 
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前段の部分は、これまで小金井市が環境基本条例を制定して、環境基本

計画を策定しながら取組を進めてきたというところを述べておりまし

て、現行計画、現計画と言っておりますけれども、現計画策定以降の小金

井市における環境計画関連施策とその課題についてというところを簡単

に整理をしております。こちらの方では、今日資料としても出ております

が、環境報告書の中で環境の状況や取組の状況に対する行政の自己評

価、あるいは環境審議会による審議評価というのは行われてきておりま

すが、計画の進捗管理や発展などの点検評価、施策への反映の仕組みの

弱さが指摘されている状況にあります。それから市民・事業者の中でも

アンケート調査等から、現計画の認知度の低さというのが課題として挙

がっているという状況でございます。 

それから都における環境計画関連施策の状況ということで、小金井市

も都内にございますので、都の取組を踏まえておかなければいけませ

ん。ここでは新・環境基本計画でどのような認識をされているかというこ

とで、まず一つが気候変動の危機の顕在化ということが挙げられていま

すのと、二つめに環境汚染に対する予見的かつ継続的な対応の必要性。

それから三つめにより質の高い都市環境の形成による都市の魅力の向上、

こういったことが計画の中に掲げられておりまして、「少ないエネルギー

で安全快適に活動・生活できる都市」というところが目指されているとい

うことでございます。一方で緑施策の展開ということで、こちらの方は生

物多様性基本法に基づく地域戦略の取組ということが挙げられておりま

す。緑を守るというのに加えまして、緑の質を高めるという視点が重視

されているということでございます。 

それから 2 ページめ、順番がだんだん大きくなっていくんですが、国に

おける環境計画関連施策の状況はどうかということで、国の方は実は平

成 24 年に既に第 4 次環境基本計画というのが出来ているということであ

ります。それに関連しまして生物多様性国家戦略、それから平成 25 年に

は第 3 次循環型社会形成推進基本計画というのが策定されているという

ことと、国内の温室効果ガス削減目標については、原発ゼロとした上で

の目標として 2020 年度までに 2005 年度比で 3.8％減というようなものが

示される中で、エネルギー基本計画の見直しも行われているという状況

でございます。 

また新たな取組というわけでございませんけれども、国際的な視野か

ら京都議定書の第一約束期間の枠組み、あるいは中国からのＰＭ2.5 等の

越境影響問題といった環境を取り巻く状況というのが刻々変化している

状況ですので、これらを踏まえていくところが今回の環境基本計画の改

訂の趣旨になってくるかなと思っております。 

それで 3 ページめが改訂の方針と目的並びに手順ということになって

おりまして、基本はこのページの下に書いております図式のとおりでご

ざいます。現行の環境基本計画に対しまして、環境の推移、あるいは施
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策の進捗状況、それから都や国の施策の動向、市民・各種団体等の意

識、あるいは活動状況、こういったものを先ほどご説明しましたような

形で整理をさせていただいておりますので、それをインプットした中で

小金井市環境基本計画の骨子ということでこの冊子が出来てきておりま

す。これをたたき台にいたしまして、こちらの改訂検討委員会、あるい

は子どもワークショップ、パブリックコメント、それから環境市民会議

さんのご意見、環境審議会での審議、そういったものを踏まえて、最終

的に改訂計画としてとりまとめていくという流れになっております。 

それで 4 ページですが、計画の性格といたしまして、位置付けなりそ

ういったものにつきましては、基本的には環境基本条例に基づき策定す

るものでございまして、先ほどありました市の上位計画なり関連計画の

内容を踏まえた形で、それらと整合を図りながら改訂計画をとりまとめ

ていくということになっております。 

計画の役割でございますけれども、5 ページめとなります。まず将来

の環境像を示す、それからその実現に向けた取組の方向を示す、特に重点

的な取組が必要な活動については具体的なプログラムを示していく。そ

れから環境の現状や課題を踏まえ、確実に取組を進め、計画の進捗を把

握しながら環境保全・回復等々を、計画的・総合的に実現するための推

進体制、点検評価などの仕組みを示すというところが、この計画の役割

になってきております。主にここに書いておりますのは、この計画でい

きますと第3章から第5章にとりまとめられる部分だと思っておりますの

で、本日ご議論いただきます第 1 章というのは、そのための前提条件、そ

れから第 2 章というのは今後の計画を策定していくためのインプットと

なる入力情報と思っていただければよろしいかなと思います。 

計画の期間ですけれども、最上位の計画である第 4 次小金井市基本構

想、これが平成 32 年度までの計画期間でございますので、こちらの改訂

計画の方もそれに合わせた形で、32 年度までを計画の期間とさせていた

だきたいということでございます。 

それから計画の対象範囲といたしましては、もちろん市内全域が範囲

になっております。ただ水とか大気、これには境界がございませんの

で、広いつながりを有するものについては広域的な視野も視点の中に入

れて、検討を進めていくということにさせていただいております。 

以上、説明が早くなりましたけれども、第 1 章の内容はこのような形

で案として示させていただいております。ご検討よろしくお願いいたし

ます。 

細見座長 はい、どうもありがとうございます。今事務局からご説明していただ

きましたこの第 1 章というのは案でございまして、たたき台だと思いま

す。文言の表現だとかの問題もありますし、こういう点が足りないんじ

ゃないか、あるいはこういう点を加えた方がいいんじゃないかというこ

とを含めてご議論いただければと思います。もちろん質問でも結構で
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す。何かございましたらよろしくお願いいたします。 

一つだけ僕から質問なんですけど、小金井市のこの基本構想というの

は平成 32 年まで決められていて、すべての計画はみんなこの基本構想に

左右されるものになりますかね。例えば期間にしても、平成 33 年度とい

うとみんな新しくなるんじゃないかと。わかりますかね。基本構想も新し

いし、その基本構想に基づいて基本計画とかまちづくりとか、いろんな

ことをやっていかないといけませんよね。時間的に問題ないのかという

のがあるんですが。 

碓井係長 細見座長のご質問なんですけれども、すべてというわけじゃないんで

すけれども、これから改訂になる市の計画類につきましては、基本的に

は平成 32 年度の第 4 次基本構想の終わりに合わせて、基本構想は新しく

第 5 次になる段階で、その内容に合わせた形で改訂していくようにとい

った流れがございます。ですので、この環境基本計画につきましても、

現行のものは平成 17 年度から 26 年度までの 10 年間の計画になっており

まして、当初私どもは次の 10 年間で考えていたんですけれども、うちの

財政当局の方から基本構想に合わせてやっていくという流れになってい

るということで、変則的ではあるんですけれども 6 年間の計画という形

になったという流れがございます。以上です。 

細見座長 確かに市の大きな構想の下に、環境分野、何とか分野とかがつながる

と思うので、その方針は良いと思うんですけど、今まで 10 年ということ

で、一応何となく 10 年かなと思っていたやつが、今回 6 年ということだ

ったので、ちょっと質問させていただきました。何かほかに質問は。はい。

杉本委員 1 ページの計画の基本的な考え方というこの部分が、ずっと具体的に、

例えば新しい改訂版の中にこの文章が続くわけですよね。いろいろと私

たちが議論をして、この文章を変えつつ、この文章を変えた形で載って

いくというそういうイメージでよろしいですか。 

サンワコン そうです。 

杉本委員 そうすると、私はこの改訂の背景というのを全部ここまで読みましたけ

れども、これは改訂する前の背景ですね。つまり改訂する前の背景か

ら、この 10 年間にどういう環境についての背景や変化があったかという

ことが、あまり載ってないんですよね。私はそれをここでも載せていい

んではないかというふうに思っていて、例えば東京都や国の背景と新し

い計画が、生物多様性国家戦略というのが、この中でも5回も6回も出て

来ていますが、それを裏付けるものが一体なんだったのかということ

を、この（１）の冒頭にきちっと述べるということで、その新たな施策と

小金井市における施策の関連性、あるいは東京都や国の状況とつながって

いくのではないかと思うんです。それが、地球温暖化が一層進むという

大きなことと、それから 2011 年の 3 月 11 日の大地震と原発の事故とい

う、そういう大きな背景をやっぱり改訂の背景の中には一言でもいいか

ら入れて、それを意識しないで私たちが次の環境の問題は無いよという
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ことが、国も都も戦略の中では考えているんではないかと思っているん

ですけれども、みなさんはどうですか。 

細見座長 わかりますか。今の案文は改訂の背景と書いてあるけれども、単に経過

を述べたんですよね。例えば15年からこうこうして、平成17年から環境

基本計画を策定してやってきましたということだけだよね。次に何で改

訂するのかとか、その改訂にあたって杉本委員が今言われたような話が

ないので、改訂の背景というタイトルがよくないと思う。 

藤崎委員 全体の動きみたいですね。流れとか動きがあって、今まさに現計画の改

訂が必要という流れなんですかね。 

柏原委員 ただ、ここにあるのはあくまでも改訂の背景であって、それについて述

べているのは次に述べているわけですから、やはりこの計画改訂の趣旨

は最初のものに則って、そして 10 年経ったということを踏まえて改訂を

しますということで、ここはそれで良いんじゃないですか。その後きちん

と次のところにも国における環境計画、連携施策の状況とか出てくるわ

けですから、次に東京都のことも出てくるので、ここはさらっとやって良

いんじゃないでしょうか。 

細見座長 はい。だからそうすると改訂の背景というか、17 年から 10 年計画でこ

ういうふうにやりました。次、改訂する時期ですという一文をちょっと

付け加えていただければいいのかなと。 

鴨下委員 すみません。ちょっと質問なんですけども、今までも 10 年にわたって

とか、いろいろ計画を出されて然るべきところで発表とかはされてるとは

思うんですけれども、例えば具体的に例を挙げると、商店街とかだと街

路灯があるんですけども、あれがどんどんＬＥＤ化が進んでまして、そ

れをやるところには補助金を出すとか、植木を生垣でやる時は補助金が出

るとか、あと雨水の浸透枡を作るとどうのこうのとか、結構ばらばらです

がいろんな補助金が出たり、やりましょうよというのは、いろんな所か

ら聞くんですけれども、こういう環境の基本計画を参考にして、そうい

う具体的なものが出てきているんですか。全然ばらばらなところから出て

きた結果、そういうものが市民とかに伝わってくということなんでしょう

か。そうするとすごい良いことだなとは思うんですけども、例えば本だけ

作るんではほんとに意味が無いので、実際そういう具体例でこういうい

いことやりましたよ、結果が出ましたよと、浸透枡はすごいんですよ、一

番ですよなんて話をもっともっとやっていくと、やりがいも出ると思う

んですけれどもね。 

細見座長 それは多分、3 章、4 章以降に出てくると思います。すべて市の施策が

環境基本計画に基づいてやってるわけではありませんが、環境基本計画

に基づいて例えば今言われたような補助金を強化された部分もあると思

います。それは次回以降、多分説明があると思いますので、それは上手

くいっているのか、補助金は作ったけれども誰も申し込みは無いのかと

言われたら、それは課題だろうと思いますし、あるいはもっとこんなとこ
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ろに補助金を付けて、この施策を重点化しなければいけないんじゃない

ですかというのは、今回この改訂作業の中でご指摘いただければと思い

ます。 

碓井係長 事務局ですけれども、先ほど杉本委員と柏原委員からご意見のござい

ました改訂の背景の部分なんですけれども、今回改訂する理由といたし

ましては、こう申してしまうと何なんですけれど、例えば 3.11 からあっ

たからとかそういうことではなくて、現計画が期限がきてしまうので改

訂するというか、せざるを得ないという言い方が適切かわからないです

けれども、というものもございます。もちろん杉本委員がおっしゃったよ

うに、今回改訂するにあたりましては、当然それ以降も 3.11 の問題です

とか地球温暖化の問題、生物多様性の問題など、新たに考えていかなけれ

ばならない問題がたくさんあるということは承知しておりますけれど

も、改訂の背景をどう加えるか、背景の言葉の定義をどう捉えるという

のは難しいところだとは思うんですけれども、一応改訂の経過といたし

ましては、現計画が今年度末で期限切れを迎えるということで改訂させ

ていただくことになりますので、よろしくお願いいたします。 

杉本委員 ちょっと言葉がわかりにくい。経過かな。 

細見座長 改訂の経緯ですかね。今言われたように、やっぱり時限の計画ですから

改訂しますということを一番最初に謳って、10 年間でこういう出来事が

起こって、こういう方向で議論していきますよというのは後で書いてい

ただいているようなので、改訂の背景というのを経緯かもしくは経過、

そういう言葉の方がわかりやすいんじゃないかと思う。 

柏原委員 要するに、環境基本計画を踏襲しているんだと思うんです。その言葉

がおかしければ変えればいいと思うんですが、1-1 が策定の背景となっ

ているので、多分これを踏襲してるんじゃないかと私はそう思います。 

杉本委員 だからこそ私もここを読んで、なおのこと当初の策定の背景とこちら

の改訂の背景の書き方というのが、内容の違いがちょっと大きいので、現

行計画の背景のような趣旨で書いたのではないということは確かです。

この環境基本計画の 2 ページの策定の背景というのは、ものすごく理念

をきちっとやろうとしていること、やろうとしていることの理念をこの

背景という文章の中に盛り込んでいるわけです。 

細見座長 改訂の経過にするのか経緯にするのか理由という所ぐらいが候補だろ

うと思います。現状の基本計画の一番最初の背景という文章に関して

は、それだけでも何回か随分時間を費して作った文章で、いろんな意見の

成果がその形で表れております。今回は、それは一応ベースにあって、

今回 10 年めを迎えたのでやりますという、そういう趣旨ですよね。 

杉本委員 ただ私の意見としては、今年度も含めてこのたった 7、8 年で大きな環

境の変化があるわけですね。これは市民の方々に読んでいただくわけで

すから、私たちの中のそういうものを背景にこれから基本計画を述べま

すという一番最初の前段になるものですから、すごく大事かなって思った
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んです。だから経過ではなく、むしろその下に柏原さんおっしゃるよう

に、何らかの形で非常に大きな変化があったことは、とりあえず何か入

れていただきたいなと思いました。産業公害から都市生活型公害にとい

う一つの大きな変化を捉えたものが背景の考え方だったものですから、

これに代わる何かと思ったんですけれども。経過にするのか、背景のま

までもいいのか、ちょっとみなさんの議論の中で意見をうかがっていけ

ばいいかなと思いました。 

細見座長 じゃあ内容的には前回の背景ではなくて、どちらかというと今回 10 年

めを迎えたので、次の期の計画をやりますよと淡々と書いていただくと

いうのが、この通りであと 1 行ぐらいあればいいかなと。タイトルを改

訂の背景とするのかどうか。 

柏原委員 そうですね。経過にするのか。どっちがいいのかな。 

細見座長 背景というと、第一期の背景というのと並んでしまうので、どうした

らいいでしょうかね。 

藤崎委員 改訂についてだと、ちょっとトーンダウンしますね。 

細見座長 今日決めなくて、第一期目の背景とは意味合いが違いますよというこ

とだけをみなさんに理解していただいて、ここで述べる趣旨は 10 年第一

期目が終わって第二期目に移りますよということが書かれていればよく、

それにあたって、この 10 年間で何が起こったのかというところで、やっ

ぱり 3.11 のことがあったり、あるいは温暖化の進展だとかそういうこと

があったんではないかというような文章が、どこかに入ってればいいとい

うのがご意見かなと思います。 

3.11 という表現を入れるべきだということになると、それは…。 

柏原委員 「国における…」というところに入ってますね。 

杉本委員 2 ページには「東日本大震災を踏まえ…」とあるけど、震災として捉え

た方がいいのか…。 

柏原委員 震災として捉えた方がいいんじゃないかと私は思います。 

細見座長 基本計画については原発事故の影響も大きいと思いますし、震災という

意味では安全というのも多分これはこれでいいのかと思います。特に小金

井市もそうですけど、東京都は首都直下型が懸念されている状況の中で、

環境をどんなふうに考えたらいいのか、謳えるかどうかは別にしてどこか

で言わなければいけないかもしれませんね。環境と安全面が上手くつりあ

いが取れる施策であればいいかなと思います。第一段落か第二段落で

3.11 のことは言ってもいいと思います。京都議定書(第一約束期間)以降、

温暖化の話はここでも述べられていると思いますので、いいのかなと思い

ます。 

1 ページの「小金井市における…」というところの文章はどうでしょう

か。要するに、現計画策定以降の小金井市における環境計画関連施策から

入るところで、こういう文章でいいのか、あるいはもっと付け加えた方が

いいのか。 
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藤崎委員 もっとあっさりいっちゃった方がいいかもしれませんね。要は基本計画

が 10 年走ったその経過ですよね。「現計画策定以降の小金井市における経

過」ではあっさりしすぎですか。 

細見座長 タイトルを変えた方がいいのか、それとも内容でしょうか。 

藤崎委員 まずはタイトルを簡単にしたらいいと思いますが。現計画が 10 年走っ

てきて、その間、小金井市はこうだったよということですから…。 

杉本委員 藤崎さんが言われるように、「進展が見られました」というこの文章は、

このタイトルに対して果たして必要かどうかということが一つと、私もこ

のタイトルは、市民がぱっと見てすごくわかりにくくて、一体ここで何を

言おうとしているかわからない。今までこういうことをやってきましたと

いうことを言いたいのか、あるいは課題を出すにしても、この 4 行か 5

行かの文章では課題とはならないです。むしろ 11 ページから何ページに

わたって課題が抽出されていますので…。 

藤崎委員 10 年間の経過なんですよね。タイトルも経過でいいんじゃないかな。 

杉本委員 全部一つにしてしまえばいいんじゃないですか。 

細見座長 そうですね。例えば（１）を「改訂にあたって」として、10 年間計画

的にやってきましたということを述べ、「■」のタイトルは内容的には経

過なので、計画的に推進してきましたという文章を受けて、一定の進展も

見受けられましたし、成果も見られましたが、一方でこういう問題も明ら

かになりましたという経緯ですね。 

藤崎委員 経緯ですかね。杉本さん、課題はこの中にないですよね。 

杉本委員 強いて言えば、最後の 5 行が課題になるんでしょうね。課題は後で羅列

されているので、ここで突出している意味がわからない。とても大事なこ

とだということはよくわかるんですけれども。 

細見座長 課題にしてしまうと、ほんとはもっと重いですよね。 

杉本委員 「認知度の低さ等も明らかになりました」というふうに、タイトルも中

身についても、課題という言葉をどちらもとってしまうとさらっといくの

かもしれない。 

藤崎委員 文章の後半には確かに反省点的な言葉があるわけですけれども、課題と

いうほどのものではない気がしますから、経過なり経緯ということでなん

ら問題ないように思います。 

亘理委員 施策への反映の仕組みの弱さというのは、結局はこういうことが提案さ

れても施策にあまり反映されなかったということを言ってるんでしょう。

これが一番の問題じゃないですか。 

藤崎委員 これは余談ですけど、環境マネジメントシステムの導入ということがす

らすらと書いてありますけど、これをほんとにやったのかというと、一定

の成果はみられたということにしてますけど、いろいろ問題はあると思い

ますよ。これは我々が、今後の計画の中で反映していかなければいけない

と思っています。 

杉本委員 進展が見られたという一言がどういうことかというと、作ったこと、策
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定したことが進展になっているということなんですね。 

藤崎委員 一定の成果は仕方ないですよ。こう書かざるを得ない。 

亘理委員 それは意味ないですよ。実行されていなければ絵に描いたもちで、実行

されていないものを進展が見られたとは言うわけにはいかないですよ。 

杉本委員 地球温暖化でも、それなりに何か具体的に次に進む実施計画が生まれて

やっているんだと思うんですよね。ただ、わざわざ「一定の進展が見られ

ました」と書いてあっても、このことが一体どういうことなのかの説明が

ここにはないので、読んだ人はそうだったのかと思うだけで、改めてここ

から意味を感じ取ることがあるのかと思います。 

藤崎委員 これぐらいまでの表現なら許せるかなと私は思います。 

亘理委員 行政だって、まるっきりゼロでしたというわけにはいかないでしょう。

細見座長 じゃあ 3 時ぐらいになりましたので、ここの文章の所で一応案として、

（１）の所は改訂の経緯とするのか経過にさせていただいて、文章がここ

まで続いて、次のタイトルは取ってしまって、最後の課題も明らかになり

ましたという課題は取りましょう。で、「これを踏まえて次期の計画を改

訂します」というような文章を一文入れていただく。まずそれをたたき台

にさせていただければと思います。よろしいでしょうか。 

「一定の進展見られました」は、後段の文章ではいろいろ仕組みの弱さ

が指摘されているということも書いてあるので、両方書いてあるのでよし

としていただいて、ここは改訂の経過、経緯、どちらがいいかはまた議論

させていただきますが、そういう文章にさせていただきたいと思います。

それから、2 ページめのエネルギーの所に原発事故の話も少しやっぱり

必要かなというご指摘があったと思います。大震災を踏まえ云々という所

は、ほぼこれで記載されてるのかなと思いますが、もし足りないのであれ

ば、こういう表現はどうですかという提案を次回にしていただければと思

います。よろしいでしょうか。 

【（２）環境の現況と課題（第２章）について～(３)その他 】 

細見座長 他の所も踏まえてですけれども、本日は第 1 章を一応議論しましたけれ

ども、確定ではなくて、本日一度お帰りになって、この文章ちょっとおか

しいんじゃないのとかっていうことと、おかしいのであれば、こういう風

に直したらどうかということをペアで出していただけると、前に進みやす

いかなと思います。これが足りないというだけではなくて、じゃあ足りな

ければこういう風にしたらもっと良くなるだろうということで、是非そう

いう趣旨でお願いします。もちろん文句を言うのは当然ですけれども、文

句プラス提案もあったら、なおいいと思います。 

杉本委員 提案といった形で、こちらでコピーしたものを皆さんに資料としてお配

りすることは了解していただけますか。 

細見座長 もちろん、それは提案ですので、僕はいいと思いますよ。 

杉本委員 事前に皆さんに提案文としてお配りするということですね。ありがとう
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ございます。 

細見座長 あるいは事務局にあらかじめ送っておいても良いと思います。 

柏原委員 その意見を自分が持ってくるわけですか。 

杉本委員 あるいは事務局にコピーをお願いするか、自分でコピー出来る場合は自

分でコピーして持ってくる。 

細見座長 今のご提案は、これから進めていく上で多分時間切れになったりする場

合があると思われますので、その際に次回の委員会の議論に繋げて行くた

めのものだと思います。本日言っていただいた議論はもちろん受領します

けれども、それで全て決着した訳ではなくて、確定でなければもうちょっ

と意見があったり、あるいはこういう所がやっぱり問題なので、こういう

表現にした方がいいんではないかというようなご意見があれば、一つは事

務局に次回の委員会の前に送っていただいて、事務局がコピーして次回の

資料にするか、間に合わなければ委員会のメンバー分をコピーしてきてい

ただいて、その日に配布していただいても結構だという風にさせていただ

くということです。この辺はやっぱり分からないというのはいいかもしれ

ませんが、これはおかしいという場合には、出来ればこういう風に直した

方がいいんじゃないかというペアで是非お願いしたいと思います。 

じゃあ本日ちょっと時間足らずで、第 1 章の所で止まってしまいました

けれども、一応次回以降は基本計画素案骨子というものをベースに議論を

進めたいと思います。 

 

< 10．その他 > 

細見座長 最後その他の所で事務局から何かありますか。次の日程調整とかという

のは、また後日していただくということでよろしいですか。 

碓井係長 まず、本日、委員の皆様におかれましては、謝礼のお振込みをさせてい

ただく口座の番号の分かるものをお持ちいただいていらっしゃるかと思

うんですけれども、本委員会終了後に口座振込依頼書をお書きいただかな

くてはなりませんので、お手数をお掛けして恐縮なんですけれども、こち

ら環境係の飛田までお声かけをよろしくお願いいたします。 

あと、環境基本計画のこの分厚い冊子、現計画の方について実は一点修

正箇所がございまして、シール貼りで修正させていただいているんですけ

れども、先日お配りさせていただいたものをこれからお持ちいただくとい

う方につきましては、今回それをちょっとやらずにお配りさせていただい

てしまいました。申し訳ございません。そちらの方につきまして、荻原が

皆様の資料にシールをお貼りさせていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

なお、細見座長からいただきました次回委員会の日程についてなんです

けれども、次回は第 2 章、第 3 章あたりのご協議が中心になろうかと思う

んですけれども、開催は 6 月下旬頃を想定しております。近日中に事務局

から日程調整のメールを書かせていただきますので、よろしくお願いいた



32 

します。なお、先ほどもちょっと申し上げさせていただいたんですけれど

も、第 2 回の検討委員会の資料として、本日の議事録及び第 1 章につきま

しては本日委員の皆様よりいただきましたご意見を、これまた案という形

で反映させていただきました新たな素案を、丁寧にテープ綴じというわけ

にはまいらずホチキス綴じになってしまうかとは思うんですけれども、そ

ちらをお配りさせていただきますので、内容のご確認の程よろしくお願い

いたします。事務局からは以上です。 

細見座長 はい、ありがとうございます。次回の日程調整につきましては、また後

日事務局からあると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本

日はちょっと時間の予定をオーバーしましたけれども、いつも大体 2 時間

をベースにしていきますので、ご協力の程よろしくお願いします。今日は

どうもありがとうございました。 

 

以 上 


